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同じ作業・病気で兄弟別の結論
兵庫・岡山●石綿肺がん訴訟判決と提訴

石綿が原因で肺がんを発症し
たとして労災申請したものの、国
が労災と認めなかったため、労
災不支給処分の取り消しを求め
争っていた訴訟の判決が、5月12
日に神戸地方裁判所で言い渡さ
れた。裁判長は、「神戸西労働
基準監督署が原告に対してなし
た支給しないとの処分を取り消
す」と読み上げ、肺がんによる死
亡は労災であると判断した。
また、建設現場で働き、石綿小

体1,845本の医学的所見があり
ながらも、労災請求が不支給と
なった案件について、処分の取り
消しを求めて、6月10日に岡山地
裁に提訴が行われた。2012年に

定められた新認定基準の本数
規定をめぐっては、全国初となる
訴訟である。

藤田悦郎さん（1947年8月8日
生れ）は、約36年（1967年から
2003年）に渡り型枠大工としてビ
ル・マンション・大型店舗等の建築
作業に従事し、2008年3月24日に
肺がんで亡くなられた。

悦郎さんのお兄さんは、約44年
（1963年から2007年）に渡り同じ
型枠大工として建築作業に従事
し、2007年10月3日に肺がんで亡
くなられた。二人は、長男が社長
である藤田組の従業員として働
き、作業現場もほぼ同じだった。

二人は同時期に肺がんを発症

し、同じ病院で肺がんの治療を
受けたのであるが、兄弟が同時
期に肺がんを発症したことに疑
問を抱いた主治医が、職歴から
石綿との関連を疑い、労災申請
を薦めたのだった。そこで2008
年3月、悦郎さんとお兄さんのご
遺族は、神戸西労基署に労災申
請を行った。
ところが、神戸西労基署は

2009年8月31日に、弟の悦郎さん
の労災申請については不支給、
お兄さんの申請については認定
という異なった決定を行った。そ
のため、悦郎さんのご遺族が、労
災の不支給処分の取り消しを求
め、2011年7月8日に神戸地裁に
提訴し、争ってきた。

石綿による肺がんの認定基準
（2006年認定基準）は、①第1
型以上の石綿肺、②胸膜プラー
ク＋石綿曝露作業10年以上、③
石綿小体又は石綿繊維＋石綿
曝露作業10年以上、となってい
た。厚生労働省の事務通達では、
「作業内容、曝露形態、石綿の
種類…等を勘案し、総合的に判
断する」としているが、実際には
機械的な判断が行われ、石綿小
体が5,000本/g以下の場合はほ
ぼ不支給とされていた。

石綿曝露により肺内に吸入さ
れた比較的繊維の長い石綿繊
維は、鉄アレイのような形をした石
綿小体を形成する。石綿小体の
表面に鉄蛋白質が付着して、雪
だるまのように太った鉄アレイ状
になる。

この石綿小体は、核が青石綿
（クロシドライト）や茶石綿（アモ
サイト）の場合は頻繁に見られる

◆1μmを超える石綿繊維

藤田悦郎 兄
石綿の種類 繊維数 割合 石綿の種類 繊維数 割合
クロシドライト 57万本 41.6％ クロシドライト 232万本 48.8%
アモサイト 3万本 02.1％ アモサイト 12万本 02.5%
クリソタイル 57万本 41.6％ クリソタイル 174万本 36.6%
トレモライト 20万本 14.5％ トレモライト 58万本 12.2%

合計 137万本 合計 475万本
◆5μmを超える石綿繊維

藤田悦郎 兄
石綿の種類 繊維数 割合 石綿の種類 繊維数 割合
クロシドライト 17万本 68.0％ クロシドライト 70万本 50.3%
アモサイト ― ― アモサイト 12万本 08.6%
クリソタイル 3万本 12.0％ クリソタイル 23万本 16.5%
トレモライト 5万本 20.0％ トレモライト 35万本 25.1%

合計 25万本 合計 139万本
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が、白石綿（クリソタイル）の場合
は稀にしか確認されない。白石
綿は、青・茶石綿に比べ、肺内で
より細かくなって消失しやすいと
いう性質が影響していると言わ
れている。日本に輸入された石
綿のうち、圧倒的に使用量が多
いのは白石綿で、建材として使用
されてきた石綿の多くは白石綿
である。

建築労働者である悦郎さんと
勝さんの場合、石綿小体はお兄
さんが410本で弟の悦郎さんが
918本だった。そこで、神戸西労
基署は石綿繊維の数を検討し
た。悦郎さんとお兄さんの石綿
繊維の計測結果の対比は、前頁
表のとおり。お兄さんの石綿繊維

（1μm）がほぼ500万本認められ
ることから、労働災害と認定し、弟
の悦郎さんの石綿繊維が認定
基準に満たないから、労働災害
と認めなかった。神戸西労基署
は、石綿繊維の本数のみもって、
悦郎さんの労災申請を不支給と
したわけである。

ところが、この表をよく見ると、1
μm及び5μmを超える石綿繊維

とも、計測された石綿の種類とそ
の割合はほぼ同じであるといえ
る。このことからも、二人が同じ作
業現場で同じ作業に従事し、同じ
作業環境の下で同じように石綿
に曝露したことは明らかだった。

この間、石綿肺がんの認定要
件である石綿小体をめぐる訴訟
に関しては、本誌でも何度も掲載
しているが、原告勝訴の判決が
続いている。英裁判（石綿小体
741本、2013年2月・大阪高裁）、
小林裁判（石綿小体1,230本、
2013年6月・東京高裁）、日航整
備士（石綿小体469本、2314年
1月・東京地裁）、大阪・建設大工

（石綿小体998本、2014年3月・
大阪地裁）の4件が確定した。ま
た、北村裁判（神戸地裁・石綿小
体2,551本）については、結審直
前に国側が労災と認める判断を
行ったため、訴訟を取り下げるこ
とになったが、実質的には勝訴と
同じ結果である。労災請求を行
い不支給となった案件で、訴訟を
行えば患者側が勝利する結果
が、5件続いていた。

今回の神戸地裁判決は、これ

までの確定判決と同じく、「石綿
小体数を基準に判断することに
合理性はない」と指摘した。そし
て、「曝露した石綿は石綿小体を
形成しづらいものが主体だった」
としたうえで、「一般人より明らか
に高いとされる1,000本に近い石
綿小体が検出されており、業務に
起因すると認めるのが相当」と判
断した。

判決後の会見で、原告は「何
度も諦めかけたが、労災と認めら
れて、今は感謝で一杯」と話され
た。今回の判決を含め、司法の
判断に従えば、救済される肺が
ん患者はもっとたくさんあるはず
である。しかし現実には、労災不
認定の結果が出れば諦めるケー
スが圧倒的であり、審査請求や
再審査請求の手続を経なければ
提訴できないため、多くはこの過
程で泣き寝入りすることになる。
国側は司法の判断を重く受け止
めるべきで、本数を重視する認定
基準を改正する必要がある。

なお本件も、国側が控訴を行
わなかったため、5月末に判決が
確定した。

世界の医学会では、石綿によ
る疾病は、中皮腫1に対して石綿
肺がんはその2倍であるというの
がコンセンサスとなっている。アス
ベスト問題が社会問題化する中
で、中皮腫の患者・家族への救
済は一定進んでいるが、日本にお
ける石綿肺がんの患者・家族の
救済は中皮腫以下というのが現
状である。

石綿肺がんの救済が進まない
原因は、労災の認定基準のハー
ドルが高すぎることが影響してお
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り、「曝露状況等を総合的に判
断」するとしながらも、石綿小体・
石綿繊維の本数についての数
字のみで判断してきたことが、原
因としてあげられる。

そうした中、国は石綿肺がんの
労災認定基準を2012年3月に改
訂した。2012年基準は、これまで
の認定基準を緩和した箇所もあ
るものの、石綿小体数に関しては
「総合的に判断する」とされてい
たものが、「1,000本以上5,000本
未満」の案件については、労働
基準監督署ではなくすべて本省
で判断されることとなった。石綿
小体・石綿繊維に関する問題点
は改正されず、より厳しくなったと
いうのが実情である。

岡山県井原市に住むAさん
は、1968年3月から2007年8月ま
で、主に大工として建築作業に
従事した。木造建築では石綿含
有建材の加工・裁断作業に、鉄
骨建築では石綿が吹き付けてあ
るそばでの作業において、石綿
に曝露した。

2008年11月に近院での胸部
画像撮影において異常陰影を
指摘され、倉敷中央病院を受診
したところ肺がんと診断された。
その後、左肺上葉切除術を受
け、抗がん剤治療を続けていた
が、本年1月21日に亡くなられた。

Aさんは、生前に療養補償給
付と休業補償給付の請求を行っ
た。調査を行った笠岡署は2012
年6月6日付けで「労災の認定基
準に至らなかったため」との理由
で、労災と認めなかった。労災申
請が認められなかった理由は、
肺内から検出されて石綿小体の

数が1,845本で、5,000本に満たな
いということが大きな理由だった。

その後、岡山労災保険審査官
は、2013年2月12日付けで請求を
棄却し、労働保険審査会は、同
年12月11日付けで請求を棄却し
た。そのため、労災不支給処分
の取り消しを求め、6月10日に提
訴することとなった。

今回の提訴は、石綿肺がんの
認定基準における石綿小体の

評価を争う裁判となる。2012年
の新認定基準をめぐっては全国
で初めての訴訟であり、労災不
支給処分の取り消しを求めるな
かで、認定基準（2012年基準）の
あり方、石綿小体・石綿繊維の数
と肺がん発症リスクについて争う
こととなる。本数議論に終止符を
打つための重要な裁判となるの
で、ご支援をお願いします。
（ひょうご労働安全衛生センター）

傷病名が異なるからと不支給
神奈川●石綿肺がん不支給部分も逆転認定

Oさんは、1957年から1977年
まで約20年間、某大手電機メー
カーで真空管製造のための電
気炉製作及びメンテナンス作業
において石綿に曝露した。Oさん
は、主に真空管を製造する電気
炉で、炉そのものを製作したり保
守点検作業を行っていたが、電
気炉の内側には断熱・絶縁材と
して石綿板を多く使用していた。
この電気炉の製作作業及びメン
テナンス作業において、石綿板を
倉庫から持ち出し、電気炉のサイ
ズに合わせて切断や穴あけ作業
を行い、炉内に貼り付ける作業
が必須であるため、これらの作業
において石綿に曝露。

また、電気炉に接続しているガ
ラス管が高温になることから、ガ
ラス管に石綿リボンを巻き付ける
作業を行ったり、倉庫内で石綿
板の在庫管理なども行っていた

ため、様 な々作業において石綿
に曝されてきた。

これら電気炉製作や保守点
検の現場では電動ノコギリなどを
使用して石綿板の切断等を行っ
ていたため、石綿粉じんが多く
舞っていたが、会社からは防護
のためのマスクや防護服などは
何も支給されなかった。

このようなことから、Oさんは石
綿に多量に曝露し「肺がん」を発
症。労災請求するに至ったが、
石綿に曝露したことの医学的な
裏付けである「胸膜プラーク」が
確認され、また作業歴においても
石綿曝露は間違いないので「石
綿肺がん」として労災認定され
た。しかし、一部、労災不支給の
決定が出てしまった。

あらためて時系列でOさんの
療養及び検査の過程をみていく。
まず2011年8月10日に国立相模
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